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1 災害廃棄物発生量推計 

(1) 災害によって発生する廃棄物発生量推計表 

ア 海溝型地震(南海トラフ巨大地震(陸側ケース)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害要因 市名

西条市 1,466 棟 可燃物 18.0% ＝ 54,672 ｔ 30,874 ｔ 23,798 ｔ
新居浜市 1,130 棟 不燃物 18.0% ＝ 54,672 ｔ 30,874 ｔ 23,798 ｔ

合計 2,596 棟 × 117 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 157,940 ｔ 89,191 ｔ 68,749 ｔ

金属 6.6% ＝ 20,046 ｔ 11,320 ｔ 8,726 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 16,401 ｔ 9,262 ｔ 7,139 ｔ

合計 303,731 ｔ 171,521 ｔ 132,210 ｔ
西条市 1,866 棟 可燃物 18.0% ＝ 12,759 ｔ 7,725 ｔ 5,034 ｔ
新居浜市 1,216 棟 不燃物 18.0% ＝ 12,759 ｔ 7,725 ｔ 5,034 ｔ

合計 3,082 棟 × 23 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 36,860 ｔ 22,317 ｔ 14,543 ｔ

金属 6.6% ＝ 4,679 ｔ 2,833 ｔ 1,846 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 3,828 ｔ 2,318 ｔ 1,510 ｔ

合計 70,885 ｔ 42,918 ｔ 27,967 ｔ
小  計 374,616 ｔ 214,439 ｔ 160,177 ｔ

西条市 14,574 棟 可燃物 18.0% ＝ 618,511 ｔ 306,928 ｔ 311,583 ｔ
新居浜市 14,795 棟 不燃物 18.0% ＝ 618,511 ｔ 306,928 ｔ 311,583 ｔ

合計 29,369 棟 × 117 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 1,786,810 ｔ 886,682 ｔ 900,128 ｔ

金属 6.6% ＝ 226,787 ｔ 112,540 ｔ 114,247 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 185,554 ｔ 92,079 ｔ 93,475 ｔ

3,436,173 ｔ 1,705,157 ｔ 1,731,016 ｔ
西条市 11,832 棟 可燃物 18.0% ＝ 91,903 ｔ 48,984 ｔ 42,919 ｔ
新居浜市 10,367 棟 不燃物 18.0% ＝ 91,903 ｔ 48,984 ｔ 42,919 ｔ

合計 22,199 棟 × 23 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 265,500 ｔ 141,511 ｔ 123,989 ｔ

金属 6.6% ＝ 33,698 ｔ 17,961 ｔ 15,737 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 27,571 ｔ 14,695 ｔ 12,876 ｔ

合計 510,575 ｔ 272,135 ｔ 238,440 ｔ
小  計 3,946,748 ｔ 1,977,292 ｔ 1,969,456 ｔ

西条市 3,890 棟 可燃物 18.0% ＝ 96,791 ｔ 81,923 ｔ 14,868 ｔ
新居浜市 706 棟 不燃物 18.0% ＝ 96,791 ｔ 81,923 ｔ 14,868 ｔ

合計 4,596 棟 × 117 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 279,621 ｔ 236,668 ｔ 42,953 ｔ

金属 6.6% ＝ 35,491 ｔ 30,039 ｔ 5,452 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 29,038 ｔ 24,577 ｔ 4,461 ｔ

合計 537,732 ｔ 455,130 ｔ 82,602 ｔ
西条市 3,814 棟 可燃物 18.0% ＝ 20,965 ｔ 15,790 ｔ 5,175 ｔ
新居浜市 1,250 棟 不燃物 18.0% ＝ 20,965 ｔ 15,790 ｔ 5,175 ｔ
合計 5,064 棟 × 23 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 60,565 ｔ 45,615 ｔ 14,950 ｔ

金属 6.6% ＝ 7,688 ｔ 5,790 ｔ 1,898 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 6,290 ｔ 4,737 ｔ 1,553 ｔ

合計 116,473 ｔ 87,722 ｔ 28,751 ｔ
西条市 世帯 可燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 世帯 不燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 世帯 × 4.60 ｔ/世帯 × コンクリートがら 52.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 6.6% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
西条市 世帯 可燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 世帯 不燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 世帯 × 0.62 ｔ/世帯 × コンクリートがら 52.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 6.6% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
小  計 654,205 ｔ 542,852 ｔ 111,353 ｔ

西条市 棟 可燃物 0.1% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 65.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 × 78 ｔ/棟 × コンクリートがら 31.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 4.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 0.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
西条市 13,191 棟 可燃物 0.1% ＝ 3,108 ｔ 1,293 ｔ 1,815 ｔ
新居浜市 18,524 棟 不燃物 20.0% ＝ 621,614 ｔ 258,544 ｔ 363,070 ｔ
合計 31,715 棟 × 98 ｔ/棟 × コンクリートがら 76.0% ＝ 2,362,134 ｔ 982,466 ｔ 1,379,668 ｔ

金属 4.0% ＝ 124,323 ｔ 51,709 ｔ 72,614 ｔ
柱角材 0.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 3,111,179 ｔ 1,294,012 ｔ 1,817,167 ｔ
小  計 3,111,179 ｔ 1,294,012 ｔ 1,817,167 ｔ

可燃物 ＝ 898,709 t 493,517 t 405,192 t
不燃物 ＝ 1,517,215 t 750,768 t 766,447 t

コンクリートがら ＝ 4,949,430 t 2,404,450 t 2,544,980 t
金属 ＝ 452,712 t 232,192 t 220,520 t

柱角材 ＝ 268,682 t 147,668 t 121,014 t
総計 8,086,748 t 4,028,595 t 4,058,153 t

愛媛県処理計画 4,280,000 ｔ 4,410,000 ｔ

【津波堆積物】

被害要因 市名

西条市 33,600,000 m2 ＝ 1,035,600 ｔ 806,400 ｔ 229,200 ｔ

新居浜市 9,550,000 m2 ＝

合計 43,150,000 m2 0.024 ｔ/m2 × ＝

＝
＝

合計 1,035,600 ｔ 806,400 ｔ 229,200 ｔ
愛媛県処理計画 810,000 ｔ 230,000 ｔ

西条市 新居浜市

津波

種類別災害
廃棄物発生量

津波浸水面積 発生原単位 種類別発生割合

新居浜市

液状化
（全壊）

液状化
（半壊）

揺れ
（全壊）

揺れ
（半壊）

種類別災害
廃棄物発生量

西条市

津波
（全壊）津

波
を
伴
う
海
溝
型
地
震

建物の被害棟数 発生原単位 種類別発生割合

津波
（半壊）

津波
（床上浸水）

津波
（床下浸水）

火災
（木造）

火災
（非木造）

合計
発生量
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イ 直下型地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 洪水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害要因 市名

西条市 棟 可燃物 8.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 28.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 × 161 ｔ/棟 × コンクリートがら 58.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
西条市 棟 可燃物 8.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 28.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 × 32 ｔ/棟 × コンクリートがら 58.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
小  計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

西条市 棟 可燃物 8.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 28.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
合計 0 棟 × 161 ｔ/棟 × コンクリートがら 58.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
西条市 棟 可燃物 8.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 28.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 × 32 ｔ/棟 × コンクリートがら 58.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
小  計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

西条市 棟 可燃物 0.1% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 65.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 × 107 ｔ/棟 × コンクリートがら 31.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
金属 4.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

柱角材 0.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

西条市 棟 可燃物 0.1% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 20.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 × 135 ｔ/棟 × コンクリートがら 76.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 4.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 0.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
小  計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

可燃物 ＝ 0 t 0 ｔ 0 t
不燃物 ＝ 0 t 0 ｔ 0 t

コンクリートがら ＝ 0 t 0 ｔ 0 t
金属 ＝ 0 t 0 ｔ 0 t

柱角材 ＝ 0 t 0 ｔ 0 t

総計 0 t 0 t 0 t

直
下
型
地
震

火災
（木造）

火災
（非木造）

合計
発生量

建物の被害棟数 発生原単位 種類別発生割合
種類別災害

廃棄物発生量
西条市 新居浜市

液状化
（全壊）

液状化
（半壊）

揺れ
（全壊）

揺れ
（半壊）

被害要因 市名

西条市 世帯 可燃物 8.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 世帯 不燃物 28.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

× 117 ｔ/棟 × コンクリートがら 58.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 3.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 世帯 合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

西条市 7,818 世帯 可燃物 18.0% ＝ 33,046 ｔ 32,367 ｔ 679 ｔ
新居浜市 164 世帯 不燃物 18.0% ＝ 33,046 ｔ 32,367 ｔ 679 ｔ

× 23 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 95,464 ｔ 93,503 ｔ 1,961 ｔ

金属 6.6% ＝ 12,117 ｔ 11,868 ｔ 249 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 9,914 ｔ 9,710 ｔ 204 ｔ

合計 7982 世帯 合計 183,587 ｔ 179,815 ｔ 3,772 ｔ

西条市 5,484 世帯 可燃物 18.0% ＝ 7,103 ｔ 4,541 ｔ 2,562 ｔ
新居浜市 3,094 世帯 不燃物 18.0% ＝ 7,103 ｔ 4,541 ｔ 2,562 ｔ

× 4.6 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 20,519 ｔ 13,118 ｔ 7,401 ｔ

金属 6.6% ＝ 2,604 ｔ 1,665 ｔ 939 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 2,131 ｔ 1,362 ｔ 769 ｔ

合計 8578 世帯 合計 39,460 ｔ 25,227 ｔ 14,233 ｔ

西条市 9,941 世帯 可燃物 18.0% ＝ 2,320 ｔ 1,109 ｔ 1,211 ｔ
新居浜市 10,854 世帯 不燃物 18.0% ＝ 2,320 ｔ 1,109 ｔ 1,211 ｔ

× 0.62 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 6,704 ｔ 3,205 ｔ 3,499 ｔ

金属 6.6% ＝ 851 ｔ 407 ｔ 444 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 696 ｔ 333 ｔ 363 ｔ

合計 20,795 世帯 合計 12,891 ｔ 6,163 ｔ 6,728 ｔ

可燃物 ＝ 42,469 t 38,017 t 4,452 t
不燃物 ＝ 42,469 t 38,017 t 4,452 t

コンクリートがら ＝ 122,687 t 109,826 t 12,861 t
金属 ＝ 15,572 t 13,940 t 1,632 t

柱角材 ＝ 12,741 t 11,405 t 1,336 t

総計 235,938 t 211,205 t 24,733 t

新居浜市

豪雨による
河川の氾濫

（全壊）

豪雨による
河川の氾濫

（半壊）

豪雨による
河川の氾濫
（床上浸水）

豪雨による
河川の氾濫
（床下浸水）

合計
発生量

風
水
害

浸水想定区域内
の世帯数

発生原単位 種類別発生割合
種類別災害

廃棄物発生量
西条市
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エ 土砂災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害要因 市名

西条市 棟 可燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

× 117 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 6.6% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

西条市 棟 可燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
新居浜市 棟 不燃物 18.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

× 23 ｔ/棟 × コンクリートがら 52.0% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

金属 6.6% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ
柱角材 5.4% ＝ 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

合計 0 棟 合計 0 ｔ 0 ｔ 0 ｔ

【土砂】 土砂比重(t/m3) 1.28 技術指針【技1-11-1-1 p31】平均値

被害要因 市名

西条市 91.13 km2 2,564,672 m3 4,999,999 ｔ 3,282,780 ｔ 1,717,219 ｔ

新居浜市 47.67 km2 × 28,143 m3/km2 1,341,577 m3

合計 138.80 km2 3,906,249 m3 4,999,999 ｔ 3,282,780 ｔ 1,717,219 ｔ

種類別災害
廃棄物発生量

西条市 新居浜市

豪雨による
土砂崩れ・

土石流

種類別災害
廃棄物発生量

西条市 新居浜市

豪雨による
土砂崩れ・
土石流（全

壊）

豪雨による
土砂崩れ・
土石流（半

壊）

土
砂
災
害

（
土
砂
崩
壊

）

建物の被害棟数 発生原単位 種類別発生割合

土砂災害危険
渓流流域面積

発生原単位
（単位面積当たり平均

土砂量）
土砂発生量(m3)
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(2) 被災者や避難所の生活に伴い発生する廃棄物発生量推計表 

ア 生活ごみ 

(ｱ) 西条市 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 新居浜市 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 避難所ごみ 

(ｱ) 西条市 

 

 

 

 

 

(ｲ) 新居浜市 

 

 

 

 

 

 

 

想定災害； 南海トラフ（最大クラス）
項目 数量 単位 根拠資料

①災害時在宅者数 57,171 人 ②-③
②平常時人口 111,619 人 住民基本台帳平成29年1月1日
③避難者数 54,448 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
 　(避難所) 34,734 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
 　(避難所外) 19,714 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
④発生原単位 804 g/人・日 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）･･･事業系除く

45,965,484 g/日 ①×④
46 t/日 ①×④÷1,000,000

生活ごみ

想定災害； 南海トラフ（最大クラス）
項目 数量 単位 根拠資料

①災害時在宅者数 66,884 人 ②-③
②平常時人口 121,637 人 住民基本台帳平成29年1月1日
③避難者数 54,753 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   (避難所) 34,523 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   (避難所外) 20,230 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
④発生原単位 784 g/人・日 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）・・・事業系除く

52,437,056 g/日 ①×④
52 t/日 ①×④÷1,000,000

生活ごみ

想定災害； 南海トラフ（最大クラス）
項目 数量 単位 根拠資料

①避難所避難者数 34,734 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   避難者数の割合 31.1 %
②発生原単位 804 g/人・日 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）･･･事業系除く

27,926,136 g/日 ①×②
28 t/日 ①×②÷1,000,000

避難所ごみ

想定災害； 南海トラフ（最大クラス）
項目 数量 単位 根拠資料

①避難所避難者数 34,523 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   避難者数の割合 28.4 %
②発生原単位 784 g/人・日 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）・・・事業系除く

27,066,032 g/日 ①×②
27 t/日 ①×②÷1,000,000

避難所ごみ
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ウ し尿収集必要量 

(ｱ) 西条市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 新居浜市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定災害； 南海トラフ（最大クラス）
項目 数量 単位 根拠資料

総人口 122,559 人 水洗化人口+非水洗化人口
避難者数 54,753 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   (避難所) 34,523 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   (避難所外) 20,230 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
①仮設トイレ必要人数 84,989 人
   断水による仮設トイレ必要人数 30,236 人
   水洗化人口 109,413 人 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）
   上水道断水率 99.9 % 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   避難者数 54,753 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）

②非水洗化区域し尿収集人口 7,273 人
   汲取人口(非水洗化人口) 13,146 人 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）
   避難者数 54,753 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）

③1人1日平均排出量 1.7 L/人・日 災害廃棄物対策指針

し尿収集必要量 156,846 L/日 (①＋②)×③

仮設トイレ必要基数（避難所等）
項目 数量 単位 根拠資料

①仮設トイレ必要人数 84,989 人
②仮設トイレ設置目安 78 人/基
   仮設トイレの平均的容量 400 Ｌ/基
   し尿の1人1日平均排出量 1.7 L/人・日
   収集計画（し尿収集間隔日数） 3 日
仮設トイレ必要基数 1,084 基 ①÷②

想定災害； 南海トラフ（最大クラス）
項目 数量 単位 根拠資料

総人口 112,262 人 水洗化人口+非水洗化人口
避難者数 54,448 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   (避難所) 34,734 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   (避難所外) 19,714 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
①仮設トイレ必要人数 77,268 人
   断水による仮設トイレ必要人数 22,820 人
   水洗化人口 88,802 人 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）
   上水道断水率 99.8 % 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）
   避難者数 54,448 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）

②非水洗化区域し尿収集人口 12,082 人
   汲取人口(非水洗化人口) 23,460 人 一般廃棄物処理実態調査結果（平成27年度実績）
   避難者数 54,448 人 愛媛県地震被害想定調査　最終報告（平成25年12月）

③1人1日平均排出量 1.7 L/人・日 災害廃棄物対策指針

し尿収集必要量 151,895 L/日 (①＋②)×③

仮設トイレ必要基数（避難所等）
項目 数量 単位 根拠資料

①仮設トイレ必要人数 77,268 人
②仮設トイレ設置目安 78 人/基
   仮設トイレの平均的容量 400 Ｌ/基
   し尿の1人1日平均排出量 1.7 L/人・日
   収集計画（し尿収集間隔日数） 3 日
仮設トイレ必要基数 985 基 ①÷②
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2 処理困難物の発生量推計 

(1) 有害物質含有物発生量推計表 

ア 全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市名
事業所において行われる事業が属する業
種：うち主たるもの：業種名

業社数
（社）

事業所にお

いて常時使

用される従業

員の数（人）

排出量
（kg）

排出量
（mg-TEQ）

移動量
（kg）

移動量
（mg-TEQ）

排出量
＋移動量

（kg）

排出量
＋移動量

（mg-TEQ）

西条市 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1 3,000 855,306 0.00 59,730 0.00 915,036 0.00

金属製品製造業 3 522 78,744 0.00 49,289 0.00 128,033 0.00

一般機械器具製造業 4 837 70,767 0.00 9,670 0.00 80,437 0.00

プラスチック製品製造業 2 381 8,800 0.00 5,792 0.00 14,592 0.00

電気機械器具製造業 1 1,119 1,023 0.00 11,400 0.00 12,423 0.00

非鉄金属製造業 2 390 4,651 0.04 5,069 0.00 9,720 0.05

　 化学工業 1 794 2,712 0.00 3,935 0.00 6,647 0.00

医療用機械器具・医療用品製造業 1 71 3,800 0.00 0 0.00 3,800 0.00

燃料小売業 20 193 3,277 0.00 0 0.00 3,277 0.00

電気業 1 162 1,100 0.00 2 0.00 1,102 0.00

下水道業 2 30 766 0.00 0 0.00 766 0.00

パルプ・紙・紙加工品製造業 1 489 77 0.00 513 0.00 590 0.00

洗濯業 1 85 17 0.00 500 0.00 517 0.00

鉄鋼業 2 177 0 0.00 180 0.00 180 0.00

石油製品・石炭製品製造業 2 19 65 0.00 0 0.00 65 0.00

一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） 3 31 22 110.00 0 3400.00 22 3510.00

窯業・土石製品製造業 1 5 16 0.00 0 0.00 16 0.00

合計 48 8,305 1,031,143 110.04 146,080 3,400.00 1,177,223 3,510.05

新居浜市 化学工業 12 2,930 417,884 3.52 3,191,734 0.00 3,609,618 3.52

一般機械器具製造業 1 370 128,960 0.00 12,710 0.00 141,670 0.00

プラスチック製品製造業 3 223 114,600 0.00 12,700 0.00 127,300 0.00

非鉄金属製造業 4 650 1,336 0.01 78,321 0.00 79,657 0.01

金属製品製造業 1 57 11,800 0.00 0 0.00 11,800 0.00

医療用機械器具・医療用品製造業 2 212 2,329 0.00 3,500 0.00 5,829 0.00

計量証明業 1 228 0 0.00 5,100 0.00 5,100 0.00

燃料小売業 13 69 3,042 0.00 0 0.00 3,042 0.00

電気業 1 24 1,929 0.00 0 0.00 1,929 0.00

商品検査業 1 171 0 0.00 1,900 0.00 1,900 0.00

金属鉱業 1 32 652 0.00 0 0.00 652 0.00

自然科学研究所 2 157 0 0.00 624 0.00 624 0.00

電気機械器具製造業 2 277 256 0.00 310 0.00 566 0.00

下水道業 1 20 560 0.00 0 0.00 560 0.00

鉄鋼業 1 115 0 0.00 536 0.00 536 0.00

電子応用装置製造業 1 480 480 0.00 22 0.00 502 0.00

自動車卸売業 1 22 6 0.00 0 0.00 6 0.00

産業廃棄物処分業 2 483 1 11.00 0 16.00 1 27.00

一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） 2 91 0 6.60 0 740.00 0 746.60

合計 52 6,611 683,835 21.14 3,307,457 756.00 3,991,292 777.14

100 14,916 1,714,978 131.18 3,453,537 4,156.00 5,168,515 4,287.18

市名
事業所において行われる事業が属する業
種：うち主たるもの：業種名

災害廃棄物と
なりうるもの

流出形体
発生原単位

（発生量ｔ/PRTR

届出量t）

発生量（t）

西条市 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 塗料 一斗缶 1.00 915

金属製品製造業 脱脂溶剤 ドラム缶 0.169 22

一般機械器具製造業
塗料、

シンナー
一斗缶 0.223 18

プラスチック製品製造業 インク 一斗缶 2.055 30

　 化学工業
排液，

工程排水
ドラム缶等 0.250 1.66

合計 - 987

新居浜市 化学工業
排液，

工程排水
ドラム缶等 0.250 902

一般機械器具製造業
塗料、

シンナー
一斗缶 0.223 32

プラスチック製品製造業 インク 一斗缶 2.055 262

金属製品製造業 脱脂溶剤 ドラム缶 0.169 2

合計 - 1,198

- 2,185合計 5,035,133

128,033
トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン

80,437
トルエン、キシレン、
エチルベント

141,670
トルエン、キシレン、
エチルベント

127,300 トルエン他

11,800
トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン

3,890,388

3,609,618 フェノール，1,4-ジオキサン等

6,647 フェノール，1,4-ジオキサン等

1,144,745

14,592 トルエン他

２市合計

排出量
＋移動量（kg）

含有する
主な有害物質

915,036
エチルベンゼン、
キシレン、トルエン
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イ 津波浸水区域内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市名
事業所において行われる事業が属する業
種：うち主たるもの：業種名

業社数
（社）

事業所にお

いて常時使

用される従業

員の数（人）

排出量
（kg）

排出量
（mg-TEQ）

移動量
（kg）

移動量
（mg-TEQ）

排出量
＋移動量

（kg）

排出量
＋移動量

（mg-TEQ）

西条市 一般機械器具製造業 2 226 11,767 0.00 0 0.00 11,767 0.00

非鉄金属製造業 1 303 4,651 0.00 0 0.00 4,651 0.00

医療用機械器具・医療用品製造業 1 71 3,800 0.00 0 0.00 3,800 0.00

燃料小売業 7 33 1,905 0.00 0 0.00 1,905 0.00

下水道業 1 6 476 0.00 0 0.00 476 0.00

合計 12 639 22,599 0.00 0 0.00 22,599 0.00

新居浜市 化学工業 2 1,265 130,436 3.52 3,063,872 0.00 3,194,308 3.52

一般機械器具製造業 1 370 128,960 0.00 12,710 0.00 141,670 0.00

金属製品製造業 1 57 11,800 0.00 0 0.00 11,800 0.00

計量証明業 1 228 0 0.00 5,100 0.00 5,100 0.00

燃料小売業 3 16 541 0.00 0 0.00 541 0.00

鉄鋼業 1 115 0 0.00 536 0.00 536 0.00

電子応用装置製造業 1 480 480 0.00 22 0.00 502 0.00

産業廃棄物処分業 1 468 0 11.00 0 16.00 0 27.00

合計 11 2,999 272,217 14.52 3,082,240 16.00 3,354,457 30.52

23 3,638 294,816 14.52 3,082,240 16.00 3,377,056 30.52

市名
事業所において行われる事業が属する業
種：うち主たるもの：業種名

災害廃棄物と
なりうるもの

流出形体
発生原単位

（発生量ｔ/PRTR

届出量t）

発生量（t）
【津波時】

西条市 一般機械器具製造業
塗料、

シンナー
一斗缶 0.223 3

合計 - 3

新居浜市 化学工業
排液，

工程排水
ドラム缶等 0.250 799

金属製品製造業 脱脂溶剤 ドラム缶 0.169 2

合計 - 801

- 804

3,206,108

合計 3,217,875

3,194,308 フェノール，1,4-ジオキサン等

11,800
トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン

11,767

２市合計

排出量
＋移動量（kg）

含有する
主な有害物質

11,767
トルエン、キシレン、
エチルベント
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(2) 廃船舶,漁具・漁網等発生量推計表 

ア 船舶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 漁具・漁網・養殖筏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁協 ひうち漁協 西条漁協 河原津漁協 新居浜漁協 新居浜漁協 新居浜漁協

漁港 河原津漁港 沢津漁港 垣生漁港 大島漁港

市 西条市 西条市 西条市 新居浜市 新居浜市 新居浜市

種別 階級
代表重
量(ｔ)

登録漁船 1トン未満 1 90

1～3トン 3 48 90 7 19 68 32

3～5トン 5 12 20 50 34 17 32

5～10トン 10 2 5 2

10～20トン 20

20～50トン 50

100トン以上 100

合計（隻） 60 200 57 55 90 66

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰ/遊漁 合計（隻） 1 70 81 59 6

船舶 総重量（ｔ） 274 460 271 328 398 282

(FRP) 総重量（ｔ）　市別合計

総重量（ｔ）　広域合計

1,005 1,008

2,013

ひうち漁協 西条漁協 河原津漁協 新居浜漁協

西条市 西条市 西条市 新居浜市

小型底引き

構成部材
1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)

網（ナイロン） 17 0.54 網（ナイロン） 17 0.48 網（ナイロン） 17 2.4 網（ナイロン） 17 1.4

ワイヤー・ロープ 80 0.64 ワイヤー・ロープ 80 0.56 ワイヤー・ロープ 80 2.8
ワイヤー（鉄・
SUS）・ロープ

80 1.6

フロート
（プラスチック）

3 0.02
フロート
（プラスチック）

3 0.02
フロート
（プラスチック）

3 0.1
フロート
（プラスチック）

3 0.1

合計 100 1.20 合計 100 1.06 合計 100 5.3 合計 100 3.1

経営体数 8
経営体数
（実経営対数）

7 経営体数 35 経営体数 20

網保有数
（予備3）

32
網保有数
（予備3）

28
網保有数
（予備3）

140
網保有数
（予備3）

80

はえ縄

大きさ：200ｍ

構成部材
1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)

ロープ 10 0.1

籠 50 0.5

合計 60 0.6

経営体数 10

網保有数
（予備0）

10

流し網(刺し網)

大きさ：17ｍ×1,000ｍ 大きさ：17ｍ×1,000ｍ 大きさ：17ｍ×1,000ｍ

構成部材
1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)

網（ナイロン） 950 30.4 網（ナイロン） 950 212.8 網（ナイロン） 950 85.5

フロート
（発砲スチロール）

50 0.4
フロート
（発砲スチロール）

50 0.7
フロート
（発砲スチロール）

50 0.3

合計 1,000 30.8 合計 1,000 213.5 合計 1,000 85.8

経営体数 8
経営体数
（実経営対数）

14 経営体数 5

網保有数
（予備3）

32
網保有数
(予備15)

224
網保有数
（予備15）

90

のり養殖

構成部材
1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)
構成部材

1セット

あたり

重量(kg)

漁協あたり

総重量(t)

網 20 0.60 網 20 1.2 網 6.0 0.030 網 10.0 0.50

ブイ（発砲） 1 0.03 ブイ（プラ） 1 0.1 ブイ（プラ） 0.3 0.002 ブイ（プラ） 0.5 0.03

錨（10個×20kg） 200 6.00 錨（10個×20kg） 200 11.6 支柱（プラ） 8.0 0.040 支柱（プラ） 8.0 0.40

合計 221 6.63 合計 221 12.9 合計 14.3 0.072 合計 18.5 0.93

保有数
（マス・セット）

30
保有数
（マス・セット）

58
保有数（台）
（黒のり3・青のり2）

5 保有数（台） 50

7,000 柵 ※重量は沢津の案分

大きさ：2m×20mを
108枚で１セット

大きさ：2m×20mを
120枚で１セット（仮定）

大きさ：1.5m×20mを
48枚で１セット

大きさ：2m×10mを
120枚で１セット

大きさ：ﾜｲﾔｰ200ｍ、網100ｍ

漁協

種類
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3 処理・利活用 

(1) 県内処理施設一覧 

ア (公共)一般廃棄物処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【焼却施設】

年間処理量 処理能力
災害廃棄物

処理量
災害廃棄物

処理量

（t/年） （ｔ/日） （ｔ/年） （ｔ/3.0年）

新居浜市清掃センター 愛媛県新居浜市観音原町122-1 37,572 201 3,757 11,271

西条市道前クリーンセンター 愛媛県西条市小松町大頭甲1200 35,260 200 3,526 10,578

72,832 401 7 ,283 21,849

八幡浜南環境センター 愛媛県八幡浜市若山9-40 18,947 84 1,895 5,685

四国中央市クリーンセンター 愛媛県四国中央市中之庄町1670-3 29,080 150 2,908 8,724

今治クリーンセンター 愛媛県今治市町谷甲431 41,559 200 - -

大島クリーンセンター 愛媛県今治市宮窪町宮窪6533 1,428 14 - -

大三島クリーンセンター 愛媛県今治市大三島町宮浦1805 848 11 - -

伯方クリーンセンター 愛媛県今治市伯方町木浦甲2291 1,929 11 - -

上島クリーンセンター 愛媛県越智郡上島町弓削大谷88 2,034 9 - -

松山市西クリーンセンター 愛媛県松山市大可賀3-525-6 96,025 420 9,603 28,809

松山市南クリーンセンター 愛媛県松山市市坪西町1000-1 33,968 300 3,397 10,191

東温市クリーンセンター 愛媛県東温市山之内甲662 5,260 22 - -

伊予地区清掃センター 愛媛県伊予市三秋1433 16,294 80 - -

美化センター 愛媛県伊予郡砥部町川井566-2 4,701 23 - -

大洲市環境センター 愛媛県大洲市八多喜町乙1263 13,083 90 1,308 3,924

内子町クリーンセンター 愛媛県喜多郡内子町五百木297 4,741 21 - -

宇和島市環境センター 愛媛県宇和島市祝森乙266-4 21,495 120 - -

愛南町環境衛生センター 愛媛県南宇和郡愛南町大浜1-26 6,099 38 - -

宇和島地区広域事務組合鬼北環境セ愛媛県北宇和郡鬼北町畔屋1742 4,647 25 - -

302,138 1,618 19 ,111 57,333

374,970 2,019 26 ,394 79,182

【粗大ごみ処理施設（参考）】

年間処理量 処理能力 資源回収量

（t/年度） （ｔ/日） （t/年度）

新居浜市清掃センター 愛媛県新居浜市観音原町122−1 2,695 40 612

西条市道前クリーンセンター 愛媛県西条市小松町大頭甲1200 4,353 30 1,197

7,048 70

四国中央市クリーンセンター 愛媛県四国中央市中之庄町浜之前1670番地3 2,692 20 669

今治クリーンセンター 愛媛県今治市町谷甲431 5,716 40 649

松山市西クリーンセンター 愛媛県松山市大可賀３丁目５２５−６ 26 5 -

松山市南クリーンセンター 愛媛県松山市市坪西町1000番地1 4,472 90 1,089

伊予地区清掃センター 愛媛県伊予市三秋1433番地 200 10 0

宇和島市環境センター 愛媛県宇和島市祝森乙２６６−４ 209 30 0

愛南町環境衛生センター 愛媛県南宇和郡愛南町大浜１−２６ 194 12 0

宇和島地区広域事務組合鬼北環境センター 愛媛県北宇和郡鬼北町畔屋１７４２ 11 5 -

13,520 212

20,568 282

【し尿処理施設（参考）】

年間処理量 処理能力

（ｋｌ/年度） （ｋｌ/日）

新居浜市衛生センター 愛媛県新居浜市 阿島２丁目２０−５ 34,333 140

西条市ひうちクリーンセンター 愛媛県西条市氷見戊７５ 25,321 180

59,654 320

西予市衛生センター 愛媛県西予市宇和町稲生163 － 45

八幡浜地区施設事務組合一楽園 愛媛県八幡浜市保内町喜木１−５－２ 13,253 52

四国中央市アイクリーン 愛媛県四国中央市川之江町４０８６−１ 7,518 35

四国中央市エコトピアひうち 愛媛県四国中央市土居津根4249−2 9,978 33

今治衛生センター 愛媛県今治市天保山町１丁目２−１ － 80

久万高原町環境衛生センター 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰乙３１７７ 4,080 25

松山衛生事務組合立浄化センタ－ 愛媛県松山市北吉田町７７−３１ 101,196 250

松山衛生事務組合立浄化センタ－ 愛媛県松山市北吉田町７７−３１ 40,479 100

伊予市松前町共立衛生組合塩美園 愛媛県伊予郡松前町筒井１７９５−１０ 21,836 68

大洲・喜多衛生事務組合し尿処理施設清流園 愛媛県大洲市米津乙１−２ 26,416 100

汚泥再生処理センター 愛媛県宇和島市坂下津乙69−1 － 220

224,756 1,008

284,410 1,328

その他
県内

その他
県内

西条市・
新居浜市

その他
県内

西条市・
新居浜市

施設住所施　設　名

小計

施　設　名 施設住所

西条市・
新居浜市

県　計

施　設　名 施設住所

小計

小計

県　計

小計

小計

小計

県　計
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【一般廃棄物最終処分場】

埋立容量 残余容量
災害廃棄物

処理量
災害廃棄物

処理量

（㎥/年度） （㎥） （t） （t）

新居浜市最終処分場(菊本) 愛媛県新居浜市菊本町2-817-2地先 965 356,308 - -

西条市船屋一般廃棄物最終処分場 愛媛県西条市船屋乙16 5 40 - -

西条市東予一般廃棄物最終処分場 愛媛県西条市船屋乙16 1,356 14,690 - -

西条市丹原一般廃棄物最終処分場 愛媛県西条市河之内甲32-1 79 11,772 - -

西条市東部一般廃棄物最終処分場 愛媛県西条市船屋甲1番地1 4,255 57,881 1,277 3,831

6 ,660 440,691 1,277 3,831

八幡浜市一般廃棄物最終処分場 愛媛県八幡浜市保内町喜木津1-38 342 647 - -

伊方町一般廃棄物最終処分場 愛媛県西宇和郡伊方町九町2-212 1,313 18,387 394 1,182

波方一般廃棄物最終処分場 愛媛県今治市波方町小部乙2 1,453 36,722 - -

大島一般廃棄物最終処分場（泊） 愛媛県今治市吉海町泊102 200 48,187 - -

佐島不燃物処理地 愛媛県越智郡上島町弓削佐島 40 1,741 - -

生名不燃物処理地 愛媛県越智郡上島町生名 0 242 - -

先田名後最終処分場 愛媛県越智郡上島町岩城 125 4,849 - -

松山市横谷埋立センター 愛媛県松山市食場町乙6番地1 5,008 417,391 1,502 4,506

松山市大西谷埋立センター 愛媛県松山市大西谷乙129番地 2,513 56,608 754 2,262

千里埋立処分場 愛媛県伊予郡砥部町川登3558-1 783 18,997 - -

大洲市不燃物埋立地 愛媛県大洲市長谷30 255 68,073 77 231

宇和島市廃棄物最終処分場 愛媛県宇和島市保田甲576-4 2,200 44,900 - -

三間町是能不燃物処理場 愛媛県宇和島市三間町是能1486-2 310 1,980 - -

松野町一般廃棄物最終処分場 愛媛県北宇和郡松野町延野々 163 837 - -

清水最終処分場 愛媛県北宇和郡鬼北町清水1319 948 5,539 - -

愛南町環境衛生センター 愛媛県南宇和郡愛南町大浜1-26 1,391 31,740 - -

17 ,044 756,840 2,727 8,181

23 ,704 1,197 ,531 4,004 12,012

※単位換算率（t/㎥）：1.5

小計

施　設　名 施設住所

その他
県内

小計

西条市・
新居浜市

県　計
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【焼却施設】

処理能力
(ｔ/日)

稼働日数
(日)

施設稼働率
50%

×協力率40%

処理可能量
（ｔ/3.0年）

1 愛媛県 0.1 × 840 × 20% ＝ 17

2 愛媛県 49.9 × 840 × 20% ＝ 8,383

3 愛媛県 12.48 × 840 × 20% ＝ 2,097

4 愛媛県 242.7 × 840 × 20% ＝ 40,774

5 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

51,271

6 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

7 愛媛県 1.2 × 840 × 20% ＝ 202

8 愛媛県 13.008 × 840 × 20% ＝ 2,185

9 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

10 愛媛県 13.2 × 840 × 20% ＝ 2,218

11 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

12 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

13 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

14 愛媛県 2.9 × 840 × 20% ＝ 487

15 愛媛県 1.2 × 840 × 20% ＝ 202

16 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

17 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

18 愛媛県 240 × 840 × 20% ＝ 40,320

19 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

20 愛媛県 3.6 × 840 × 20% ＝ 605

21 愛媛県 27.1 × 840 × 20% ＝ 4,553

22 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

23 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

24 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

25 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

26 愛媛県 40.8 × 840 × 20% ＝ 6,854

27 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

28 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

57,626

108,897県　計

2市

小計

施　設　名 施設住所

処理能力等

その他
県内
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【破砕施設（木くず）】

処理能力
(ｔ/日)

稼働日数
(日)

施設稼働率
50%

×協力率40%

処理可能量
（ｔ/3.0年）

1 愛媛県 133 × 840 × 20% ＝ 22,344

2 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

3 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

4 愛媛県 4 × 840 × 20% ＝ 672

5 愛媛県 17 × 840 × 20% ＝ 2,856

6 愛媛県 8 × 840 × 20% ＝ 1,344

7 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

8 愛媛県 3 × 840 × 20% ＝ 504

9 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

10 愛媛県 6 × 840 × 20% ＝ 1,008

11 愛媛県 80 × 840 × 20% ＝ 13,440

12 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

13 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

14 愛媛県 133 × 840 × 20% ＝ 22,344

15 愛媛県 133 × 840 × 20% ＝ 22,344

86 ,856

16 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

17 愛媛県 3.2 × 840 × 20% ＝ 538

18 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

19 愛媛県 4 × 840 × 20% ＝ 672

20 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

21 愛媛県 25 × 840 × 20% ＝ 4,200

22 愛媛県 443 × 840 × 20% ＝ 74,424

23 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

24 愛媛県 27.4 × 840 × 20% ＝ 4,603

25 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

26 愛媛県 800 × 840 × 20% ＝ 134,400

27 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

28 愛媛県 392 × 840 × 20% ＝ 65,856

29 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

30 愛媛県 4 × 840 × 20% ＝ 672

31 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

32 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

33 愛媛県 5 × 840 × 20% ＝ 840

34 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

35 愛媛県 25.0 × 840 × 20% ＝ 4,200

36 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

37 愛媛県 896 × 840 × 20% ＝ 150,528

38 愛媛県 4.4 × 840 × 20% ＝ 739

39 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

40 愛媛県 1788 × 840 × 20% ＝ 300,384

41 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

42 愛媛県 196.8 × 840 × 20% ＝ 33,062

43 愛媛県 480 × 840 × 20% ＝ 80,640

44 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

45 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

46 愛媛県 160 × 840 × 20% ＝ 26,880

47 愛媛県 1 × 840 × 20% ＝ 168

48 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

49 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

50 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

51 愛媛県 4.4 × 840 × 20% ＝ 739

52 愛媛県 40.8 × 840 × 20% ＝ 6,854

53 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

54 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

55 愛媛県 800 × 840 × 20% ＝ 134,400

56 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

57 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

58 愛媛県 1201 × 840 × 20% ＝ 201,768

59 愛媛県 1201 × 840 × 20% ＝ 201,768

60 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

61 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

62 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

1,428,335

1,515,191県　計

2市

小計

小計

施設名 施設住所

処理能力等

その他
県内
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【破砕施設（がれき類）】①

処理能力
(ｔ/日)

稼働日数
(日)

施設稼働率
50%

×協力率40%

処理可能量
（ｔ/3.0年）

1 愛媛県 133 × 840 × 20% ＝ 22,344

2 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

3 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

4 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

5 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

6 愛媛県 2,200 × 840 × 20% ＝ 369,600

7 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

8 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

9 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

10 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

11 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

12 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

13 愛媛県 804 × 840 × 20% ＝ 135,072

14 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

15 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

16 愛媛県 133 × 840 × 20% ＝ 22,344

17 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

18 愛媛県 320 × 840 × 20% ＝ 53,760

19 愛媛県 133 × 840 × 20% ＝ 22,344

20 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

625,464

2市

小計

施設名 施設住所

処理能力等

【破砕施設（がれき類）】②

処理能力
(ｔ/日)

稼働日数
(日)

施設稼働率
50%

×協力率40%

処理可能量
（ｔ/3.0年）

21 愛媛県 600 × 840 × 20% ＝ 100,800

22 愛媛県 320 × 840 × 20% ＝ 53,760

23 愛媛県 600 × 840 × 20% ＝ 100,800

24 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

25 愛媛県 320 × 840 × 20% ＝ 53,760

26 愛媛県 160 × 840 × 20% ＝ 26,880

27 愛媛県 264 × 840 × 20% ＝ 44,352

28 愛媛県 2,480 × 840 × 20% ＝ 416,640

29 愛媛県 680 × 840 × 20% ＝ 114,240

30 愛媛県 240 × 840 × 20% ＝ 40,320

31 愛媛県 240 × 840 × 20% ＝ 40,320

32 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

33 愛媛県 1400 × 840 × 20% ＝ 235,200

34 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

35 愛媛県 213 × 840 × 20% ＝ 35,784

36 愛媛県 240 × 840 × 20% ＝ 40,320

37 愛媛県 3544 × 840 × 20% ＝ 595,392

38 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

39 愛媛県 400 × 840 × 20% ＝ 67,200

40 愛媛県 800 × 840 × 20% ＝ 134,400

施設名 施設住所

処理能力等

その他
県内
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【破砕施設（がれき類）】③

41 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

42 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

43 愛媛県 576 × 840 × 20% ＝ 96,768

44 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

45 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

46 愛媛県 400 × 840 × 20% ＝ 67,200

47 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

48 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

49 愛媛県 240 × 840 × 20% ＝ 40,320

50 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

51 愛媛県 30 × 840 × 20% ＝ 5,040

52 愛媛県 160 × 840 × 20% ＝ 26,880

53 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

54 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

55 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

56 愛媛県 896 × 840 × 20% ＝ 150,528

57 愛媛県 2160 × 840 × 20% ＝ 362,880

58 愛媛県 336 × 840 × 20% ＝ 56,448

59 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

60 愛媛県 4080 × 840 × 20% ＝ 685,440

61 愛媛県 852 × 840 × 20% ＝ 143,136

62 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

63 愛媛県 387 × 840 × 20% ＝ 65,016

64 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

65 愛媛県 1400 × 840 × 20% ＝ 235,200

66 愛媛県 520 × 840 × 20% ＝ 87,360

67 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

68 愛媛県 200 × 840 × 20% ＝ 33,600

69 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

70 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

71 愛媛県 464 × 840 × 20% ＝ 77,952

72 愛媛県 160 × 840 × 20% ＝ 26,880

73 愛媛県 600 × 840 × 20% ＝ 100,800

74 愛媛県 1 × 840 × 20% ＝ 168

75 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

76 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

77 愛媛県 840 × 840 × 20% ＝ 141,120

78 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

79 愛媛県 3.8 × 840 × 20% ＝ 638

80 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

81 愛媛県 2560 × 840 × 20% ＝ 430,080

82 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

83 愛媛県 160 × 840 × 20% ＝ 26,880

84 愛媛県 1280 × 840 × 20% ＝ 215,040

85 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

86 愛媛県 360 × 840 × 20% ＝ 60,480

87 愛媛県 1600 × 840 × 20% ＝ 268,800

88 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

89 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

90 愛媛県 240 × 840 × 20% ＝ 40,320

91 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

92 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

93 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

94 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

5,545,142

6,170 ,606

小計

県　計

その他
県内
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【圧縮施設（金属くず）】

処理能力
(ｔ/日)

稼働日数
(日)

施設稼働率
50%

×協力率40%

処理可能量
（ｔ/3.0年）

1 愛媛県 17 × 840 × 20% ＝ 2,856

2 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

3 愛媛県 84 × 840 × 20% ＝ 14,112

4 愛媛県 84 × 840 × 20% ＝ 14,112

5 愛媛県 117.5 × 840 × 20% ＝ 19,740

6 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

7 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

8 愛媛県 40 × 840 × 20% ＝ 6,720

9 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

10 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

11 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

12 愛媛県 264 × 840 × 20% ＝ 44,352

13 愛媛県 2 × 840 × 20% ＝ 336

14 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

15 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

16 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

17 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

18 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

19 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

20 愛媛県 1.6 × 840 × 20% ＝ 269

21 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

102,497

22 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

23 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

24 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

25 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

26 愛媛県 80 × 840 × 20% ＝ 13,440

27 愛媛県 0 × 840 × 20% ＝ 0

28 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

29 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

30 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

31 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

32 愛媛県 2 × 840 × 20% ＝ 336

33 愛媛県 48 × 840 × 20% ＝ 8,064

34 愛媛県 61 × 840 × 20% ＝ 10,248

35 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

36 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

37 愛媛県 277 × 840 × 20% ＝ 46,536

38 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

39 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

40 愛媛県 132 × 840 × 20% ＝ 22,176

41 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

42 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

43 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

44 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

45 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

46 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

47 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

48 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

49 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

50 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

51 愛媛県 1 × 840 × 20% ＝ 168

52 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

53 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0

100,968

203,465

小計

県　計

その他
県内

2市

小計

施設名 施設住所

処理能力等
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【破砕・選別、固化（汚泥）施設】 ※固化施設の処理能力を処理可能量として推計する。

処理能力
(ｔ/日)

稼働日数
(日)

施設稼働率
50%

×協力率40%

処理可能量
（ｔ/3.0年）

愛媛県 破砕

愛媛県 選別

愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0 造粒固化

愛媛県 破砕

愛媛県 破砕

0

愛媛県 112 × 840 × 20% ＝ 18,816 造粒固化

愛媛県 80 × 840 × 20% ＝ 13,440 造粒固化

愛媛県 破砕

愛媛県 破砕

愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0 造粒固化

愛媛県 破砕

愛媛県 破砕

愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0 固化

愛媛県 破砕

愛媛県 25 × 840 × 20% ＝ 4,200 固化

愛媛県 破砕

破砕

210 × 840 × 20% ＝ 35,280 固化破砕

80 × 840 × 20% ＝ 13,440 固化破砕

85,176

85,176

※単位換算率（t/㎥）：1.0

【造粒固化施設（燃え殻、ばいじん）】

処理能力
(ｔ/日)

稼働日数
(日)

施設稼働率
50%

×協力率40%

処理可能量
（ｔ/3.0年）

1 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0 造粒固化

0

2 愛媛県 163 × 840 × 20% ＝ 27,384 造粒固化

3 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0 造粒固化

4 愛媛県 × 840 × 20% ＝ 0 造粒固化

5 愛媛県 270 × 840 × 20% ＝ 45,360 造粒固化

6 愛媛県 0 × 840 × 20% ＝ 0 造粒固化

7 愛媛県 128 × 840 × 20% ＝ 21,504 造粒固化

94,248

94,248

※単位換算率（t/㎥）：1.0

2市
1

小計

施設名 施設住所

処理能力等

処分方法

その他
県内

2

3

4

5

6 愛媛県

小計

2市
小計

その他
県内

小計

県　計

施設名 施設住所

処理能力等

処分方法

県　計
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【産業廃棄物最終処分場】

計画容量
（㎥）

残余容量
(㎥)

推定
埋立容量
（㎥/年）

協力率
処理可能量
（ｔ/3.0年）

1 愛媛県 696,744 170,000

2 愛媛県 168,000

0

3 愛媛県 79,000

4 愛媛県

5 愛媛県 643

6 愛媛県 130,786 38,200 3,858 40% 6,944

7 愛媛県

8 愛媛県

9 愛媛県

10 愛媛県

11 愛媛県

12 愛媛県 607,542

13 愛媛県 430,793

14 愛媛県 26,600

15 愛媛県

16 愛媛県

17 愛媛県 25,000

18 愛媛県

19 愛媛県 208,011

20 愛媛県

21 愛媛県

22 愛媛県

23 愛媛県 221,114

24 愛媛県 1,184,000 202,000 81,833 40% 147,299

25 愛媛県 69,107

26 愛媛県

27 愛媛県

28 愛媛県

29 愛媛県

154,243

154,243

※単位換算率（t/㎥）：1.5

小計

県　計

2市

小計

その他
県内

施　設　名 施設住所

処理能力等
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(2) 県外処理施設一覧 

ア 産業廃棄物中間処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【焼却・溶融施設】

焼却
または
溶融

(t/日）

稼働日数
(日)

分担率
処理可能量
（t/3.0年）

北海道 早来工営㈱札幌工場 120 × 840 × 20% ＝ 20,160 （一社）日本災害対応システムズ

秋田県 エコシステム秋田 497 × 840 × 20% ＝ 83,496 （一社）日本災害対応システムズ

秋田県 エコシステム小坂 203 × 840 × 20% ＝ 34,104 （一社）日本災害対応システムズ

埼玉県 オリックス資源循環㈱ 450 × 840 × 20% ＝ 75,600 （一社）日本災害対応システムズ

千葉県 エコシステム千葉 840 × 840 × 20% ＝ 141,120 （一社）日本災害対応システムズ

千葉県 三友プラントサービス㈱千葉工場 120 × 840 × 20% ＝ 20,160 （一社）日本災害対応システムズ

神奈川県 横浜エコクリーン 200 × 840 × 20% ＝ 33,600 （一社）日本災害対応システムズ

神奈川県 川崎エコクリーン 220 × 840 × 20% ＝ 36,960 （一社）日本災害対応システムズ

神奈川県 三友プラントサービス㈱横浜工場 21 × 840 × 20% ＝ 3,528 （一社）日本災害対応システムズ

神奈川県 三友プラントサービス㈱第一工場 49 × 840 × 20% ＝ 8,232 （一社）日本災害対応システムズ

富山県 ㈱富山環境整備 144 × 840 × 20% ＝ 24,192 （一社）日本災害対応システムズ

三重県 三重中央開発 1,378 × 840 × 20% ＝ 231,504 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 和泉リサイクルセンター 60 × 840 × 20% ＝ 10,080 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 GE 249 × 840 × 20% ＝ 41,832 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 DINS堺 86 × 840 × 20% ＝ 14,448 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 クリーンステージ 95 × 840 × 20% ＝ 15,960 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 早来工営㈱大阪工場 127 × 840 × 20% ＝ 21,336 （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 西宮リサイクルセンター 50 × 840 × 20% ＝ 8,400 （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 三木リサイクルセンター 150 × 840 × 20% ＝ 25,200 （一社）日本災害対応システムズ

岡山県 エコシステム山陽 720 × 840 × 20% ＝ 120,960 （一社）日本災害対応システムズ

岡山県 エコシステム岡山 260 × 840 × 20% ＝ 43,680 （一社）日本災害対応システムズ

広島県 福山焼却炉 85 × 840 × 20% ＝ 14,280 （一社）日本災害対応システムズ

鳥取県 潮見工場 96 × 840 × 20% ＝ 16,128 （一社）日本災害対応システムズ

鳥取県 ウェストバイオマス工場 140 × 840 × 20% ＝ 23,520 （一社）日本災害対応システムズ

鳥取県 江島工場 77 × 840 × 20% ＝ 12,936 （一社）日本災害対応システムズ

福岡県 光和精鉱 550 × 840 × 20% ＝ 92,400 （一社）日本災害対応システムズ

1,173,816

【破砕施設（木くず・がれき類）】

処理能力
(t/日)

稼働日数
(日)

分担率
処理可能量
（t/3.0年）

北海道 早来工営㈱札幌工場 2 × 840 × 20% ＝ 336 （一社）日本災害対応システムズ

宮城県 仙台環境開発㈱ 84 × 840 × 20% ＝ 14,112 （一社）日本災害対応システムズ

宮城県 新港リサイクル㈱ 58 × 840 × 20% ＝ 9,744 （一社）日本災害対応システムズ

秋田県 エコシステム秋田 227 × 840 × 20% ＝ 38,136 （一社）日本災害対応システムズ

千葉県 エコシステム千葉 560 × 840 × 20% ＝ 94,080 （一社）日本災害対応システムズ

千葉県 四街道リサイクルセンター 400 × 840 × 20% ＝ 67,200 （一社）日本災害対応システムズ

千葉県 三友プラントサービス㈱千葉工場 45 × 840 × 20% ＝ 7,560 （一社）日本災害対応システムズ

東京都 東京リサイクルセンター 4463 × 840 × 20% ＝ 749,784 （一社）日本災害対応システムズ

東京都 メジャーヴィーナス・ジャパン㈱ 1331 × 840 × 20% ＝ 223,608 （一社）日本災害対応システムズ

神奈川県 川崎リサイクルセンター 2913 × 840 × 20% ＝ 489,384 （一社）日本災害対応システムズ

神奈川県 ㈱池田商店 972 × 840 × 20% ＝ 163,296 （一社）日本災害対応システムズ

神奈川県 金沢リサイクル工場 7 × 840 × 20% ＝ 1,176 （一社）日本災害対応システムズ

石川県 北陸環境サービス 32 × 840 × 20% ＝ 5,376 （一社）日本災害対応システムズ

長野県 ㈱信州タケエイ 1403 × 840 × 20% ＝ 235,704 （一社）日本災害対応システムズ

静岡県 ㈱タケエイメタル 546 × 840 × 20% ＝ 91,728 （一社）日本災害対応システムズ

愛知県 グリーンアローズ中部 543 × 840 × 20% ＝ 91,224 （一社）日本災害対応システムズ

三重県 三重中央開発 1227 × 840 × 20% ＝ 206,136 （一社）日本災害対応システムズ

京都府 京都リサイクルセンター 938 × 840 × 20% ＝ 157,584 （一社）日本災害対応システムズ

京都府 ㈱近畿環境開発 1356 × 840 × 20% ＝ 227,808 （一社）日本災害対応システムズ

京都府 ㈲エコプロ 5 × 840 × 20% ＝ 840 （一社）日本災害対応システムズ

京都府 ㈲プラテック 26 × 840 × 20% ＝ 4,368 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 和泉リサイクルセンター 913 × 840 × 20% ＝ 153,384 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 GE 321 × 840 × 20% ＝ 53,928 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 DINS堺 3171 × 840 × 20% ＝ 532,728 （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 泉州建廃 880 × 840 × 20% ＝ 147,840 （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 六甲リサイクルセンター 426 × 840 × 20% ＝ 71,568 （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 西宮リサイクルセンター 265 × 840 × 20% ＝ 44,520 （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 三木リサイクルセンター 12418 × 840 × 20% ＝ 2,086,224 （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 尼崎リサイクルセンター 169 × 840 × 20% ＝ 28,392 （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 ㈱神戸ポートリサイクル 445 × 840 × 20% ＝ 74,760 （一社）日本災害対応システムズ

和歌山県 粉河リサイクルセンター 234 × 840 × 20% ＝ 39,312 （一社）日本災害対応システムズ

和歌山県 御坊リサイクルセンター 337 × 840 × 20% ＝ 56,616 （一社）日本災害対応システムズ

岡山県 エコシステム山陽 3 × 840 × 20% ＝ 504 （一社）日本災害対応システムズ

鳥取県 昭和工場 168 × 840 × 20% ＝ 28,224 （一社）日本災害対応システムズ

鳥取県 江島工場 390 × 840 × 20% ＝ 65,520 （一社）日本災害対応システムズ

福岡県 グリーンアローズ九州 210 × 840 × 20% ＝ 35,280 （一社）日本災害対応システムズ

6,297,984

出典

合計

都道府
県名

施設名

処理能力等

合計

都道府
県名

施設名

処理能力等

出典
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【圧縮施設（金属くず）】

処理能力
(t/日)

稼働日数
(日)

分担率
処理可能量
（t/3.0年）

山形県 1 3.7 × 840 × 20% ＝ 622 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

群馬県 2 80 × 840 × 20% ＝ 13,440 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

群馬県 3 107.6 × 840 × 20% ＝ 18,077 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

埼玉県 4 10.3 × 840 × 20% ＝ 1,730 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

埼玉県 5 50.6 × 840 × 20% ＝ 8,501 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

埼玉県 6 11.2 × 840 × 20% ＝ 1,882 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

埼玉県 7 65.1 × 840 × 20% ＝ 10,937 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

埼玉県 8 3.6 × 840 × 20% ＝ 605 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

千葉県 9 48 × 840 × 20% ＝ 8,064 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

千葉県 10 27 × 840 × 20% ＝ 4,536 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

千葉県 11 59.9 × 840 × 20% ＝ 10,063 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

千葉県 12 118.6 × 840 × 20% ＝ 19,925 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

東京都 13 2009 × 840 × 20% ＝ 337,512 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

東京都 14 61 × 840 × 20% ＝ 10,248 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

東京都 15 36.8 × 840 × 20% ＝ 6,182 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

東京都 16 91.6 × 840 × 20% ＝ 15,389 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

神奈川県 17 10.8 × 840 × 20% ＝ 1,814 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

神奈川県 18 19.6 × 840 × 20% ＝ 3,293 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

新潟県 19 174.4 × 840 × 20% ＝ 29,299 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

石川県 20 184 × 840 × 20% ＝ 30,912 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

長野県 21 57.6 × 840 × 20% ＝ 9,677 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

長野県 22 478.8 × 840 × 20% ＝ 80,438 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

岐阜県 23 285 × 840 × 20% ＝ 47,880 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

静岡県 24 84.8 × 840 × 20% ＝ 14,246 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

静岡県 25 238.3 × 840 × 20% ＝ 40,034 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

愛知県 26 10.3 × 840 × 20% ＝ 1,730 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

愛知県 27 19.2 × 840 × 20% ＝ 3,226 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

三重県 28 2.1 × 840 × 20% ＝ 353 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

兵庫県 29 54.2 × 840 × 20% ＝ 9,106 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

兵庫県 30 461 × 840 × 20% ＝ 77,448 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

兵庫県 31 2578.7 × 840 × 20% ＝ 433,222 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

奈良県 32 7.3 × 840 × 20% ＝ 1,226 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

島根県 33 88 × 840 × 20% ＝ 14,784 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

広島県 34 62 × 840 × 20% ＝ 10,416 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

広島県 35 2.3 × 840 × 20% ＝ 386 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

福岡県 36 113.3 × 840 × 20% ＝ 19,034 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

長崎県 37 1.9 × 840 × 20% ＝ 319 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

長崎県 38 24.2 × 840 × 20% ＝ 4,066 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

鹿児島県 39 202.4 × 840 × 20% ＝ 34,003 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

1,334,625

※単位換算率（t/㎥）：1.0

都道府
県名

施設名

処理能力等

出典

合計
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イ 産業廃棄物最終処分場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画容量
（千㎥）

残余容量
(㎥)

推定埋立
容量

（㎥/年）
分担率

処理可能量
（t/3.0年）

北海道 早来工営㈱早来支店 1,040 20% （一社）日本災害対応システムズ

宮城県 仙台環境開発㈱ 3,211 20% （一社）日本災害対応システムズ

秋田県 グリーンフィル小坂 2,700 20% （一社）日本災害対応システムズ

秋田県 エコシステム花岡 1,958 20% （一社）日本災害対応システムズ

山形県 ジークライト㈱ 4,120 20% （一社）日本災害対応システムズ

千葉県 大木戸最終処分場 1,087 20% （一社）日本災害対応システムズ

富山県 ㈱富山環境整備 8,973 20% （一社）日本災害対応システムズ

石川県 北陸環境サービス 704 20% （一社）日本災害対応システムズ

山梨県 ㈱タケエイグリーンリサイクル 121 20% （一社）日本災害対応システムズ

三重県 三重中央開発 6,166 20% （一社）日本災害対応システムズ

京都府 京都リサイクルセンター 1,285 20% （一社）日本災害対応システムズ

京都府 ㈱近畿環境開発 86 20% （一社）日本災害対応システムズ

大阪府 和泉リサイクルセンター 832 20% （一社）日本災害対応システムズ

兵庫県 三木リサイクルセンター 8,038 20% （一社）日本災害対応システムズ

和歌山県 御坊リサイクルセンター 1,375 20% （一社）日本災害対応システムズ

0

処理能力

出典
都道府
県名

施設名

合計

【破砕・選別、造粒固化（汚泥）施設】 ※固化施設の処理能力を処理可能量として推計する。

処理能力
(t/日)

稼働日数
(日)

分担率
処理可能量
（t/3.0年）

破砕 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

2880 × 840 × 20% ＝ 483,840 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

480 × 840 × 20% ＝ 80,640 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕・選別 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

62.5 × 840 × 20% ＝ 10,500 混練固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

選別 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

120 × 840 × 20% ＝ 20,160 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕・分級 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

800 × 840 × 20% ＝ 134,400 混練固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

460.8 × 840 × 20% ＝ 77,414 汚泥固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

鳥取県 1.6 × 840 × 20% ＝ 269 混練固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

島根県 破砕・選別 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

選別・圧縮 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

120 × 840 × 20% ＝ 20,160 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕・選別 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

214 × 840 × 20% ＝ 35,952 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

50 × 840 × 20% ＝ 8,400 汚泥固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

選別 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

48 × 840 × 20% ＝ 8,064 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

選別 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

126 × 840 × 20% ＝ 21,168 コンクリート固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

破砕 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

240 × 840 × 20% ＝ 40,320 汚泥固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

選別・圧縮 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

120 × 840 × 20% ＝ 20,160 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

961,447

※単位換算率（t/㎥）：1.0

【造粒固化（燃え殻、ばいじん）施設】

処理能力
(t/日)

稼働日数
(日)

分担率
処理可能量
（t/3.0年）

香川県 1 96 × 840 × 20% ＝ 16,128 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

福岡県 2 99.2 × 840 × 20% ＝ 16,666 造粒固化 産廃情報ネット　災害廃棄物処理事業者検索システム

32,794

出典

合計

合計

都道府
県名

施設名

処理能力等

処分方法

福岡県 11

大分県 12

長崎県 13

広島県 8

広島県 9

香川県 10

兵庫県 5

6

島根県 7

愛知県 3

三重県 4

出典

東京都 1

愛知県 2

都道府
県名

施設名

処理能力等

処分方法
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(3) 再生資材の活用に関する環境省通知 
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4 意見交換会 

(1) 第 1 回 

ア 次第 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

第 1 回 愛 媛 県 西 条 ブ ロ ッ ク 地 域 意 見 交 換 会  次 第 

                       日時：平成 29 年 9 月 8日(金) 13：30～15:30 

                       場所：西条市役所 5 階大会議室 

1 開 会 

2 環境省高松事務所挨拶 

3 出席者紹介 

4 事業の目的 

5 議 事 

(1)事業実施方針について 

① 事業内容 

② 各市のごみ処理の現状と課題 

(一般廃棄物処理の現状,災害廃棄物に係る問題点) 

質疑 

(2)検討事項について 

① 災害廃棄物の発生量,発生場所の予測・推計について 

質疑 

② 適正な利活用の検討(処理・利活用)について 

③ 仮置場及び最終処分場の候補について 

質疑 

(3)その他(現地調査について,次回意見交換会日程調整,情報提供のお願い 等) 

6 閉 会 

 

【配付資料】 

出席者名簿,配席図 

資料 1-1 四国地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モデル事業について 

資料 1  業務計画書 

資料 2  愛媛県災害廃棄物処理計画(抜粋) 

資料 3  各検討項目の検討方針及び意見交換内容／別紙 

資料 4  その他事項(現地調査等について) 
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イ 出席者名簿 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

 

第 1 回愛媛県西条ブロック地域意見交換会 出席者名簿 

区分 所  属 役 職 氏  名 備考 

学識者 愛媛大学大学院農学研究科・環境計測学研究室 准教授 高橋 真   

市 

西条市 

市民環境部 環境衛生課  
副課長兼 
衛生係長 

松木 淳  

市民環境部 環境衛生課 衛生係 
副主査 戸田 光文  

主 事 河野 大地  

経営戦略部 危機管理課 
専門員兼 

防災企画係長 
杉森 哲史  

新居浜市 環境部 ごみ減量課 
副課長 髙橋 一生  

係 長 藤井 幹大  

県 愛媛県 県民環境部 循環型社会推進課 

課 長 宇佐美 伸次  

主 幹 二宮 千秋  

係 長 森原 眞五  

事業者 

一般社団法人 えひめ産業廃棄物協会 専務理事 水口 定臣   

一般社団法人 愛媛県建設業協会 
西条支部 事務局長 日野 康史 代理 

新居浜支部 事務局長 飯尾 和之 代理 

事務局 

環境省中国四国地方環境事務所 高松事務所 
廃棄物・リサイクル対策課 

課長補佐 岡本 裕行   

専門官 大谷 可奈子   

中電技術コンサルタント株式会社 

グループ長 佐伯 隆之  

担当課長 乗越  晃  

主 任 山本 早百合  

- 織田 恭平  

 (順不同) 
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ウ 議事録 

 

 (1)事業実施方針について 

(愛媛県) 

・ 西条市,新居浜市の合同で検討となっているが,最終的な完成形はどうなるのか。 

(環境省) 

・ 今回の業務は,地域のモデル計画案を作るまでとしている。 

・ 市単独の処理計画は,ブレイクダウンしてそれぞれで検討し作成していただく。市で足り

ない部分等を補完する。 

(新居浜市) 

・ その場合,本検討終了後,市で新たな業務を発注するなりしないと処理計画が策定できな

いということか。 

(環境省) 

・ そうである。今回は市単独ではできない部分を,連携という形をとることで補っていく。 

・ 最終的には,市独自で処理計画を作成していただくことになる。 

(建設業協会) 

・ 計画後の運用について。(配布資料)p14 にある訓練について,図上演習とはどういう形で

行うのか教えていただきたい。 

(事務局) 

・ 地域ブロックの協議会で実施されている。各市町が,テーマに沿って発災時の対応を演習

するものである。 

(環境省) 

・ 四国ブロックの災害廃棄物協議会を別途組織している。 

・ 四国ブロック協議会で実施していることとしては,昨年,一昨年は,手順を確認(国の役割,

市の役割等)している。 

・ 今年度は,実際に発災した時,自らどう動くかや,通信方法の確認等を計画している。 

(建設業協会) 

・ 予定としては,いつぐらいに計画ができるのか。 

(環境省) 

・ 時期については両市の判断であり,訓練はその後になると思われる。 

・ 計画策定と同時に,一度シミュレーションを実施することが望ましい。 

・ 早ければ来年に計画を策定いただき,その翌年に実施する流れになるのではないか。 

(愛媛県) 

・ 県の計画は策定できているが,市町はまだ充分に計画が策定できていない。 

・ 今年度中に 10 市町,来年度残る 10 市町が計画策定の見込みである。 

・ それを踏まえて,できた段階で計画の見直しや図上訓練を行っていきたい。 

(事務局) 

・ 今回 2 市連携ということで,仮置場の課題が挙げられている。先生のほうから留意点等を

助言いただきたい。 
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(愛媛大学) 

・ 情報交換が重要になってくる。平時からの関係担当者の連絡と情報共有が必要である。そ

のために,モデル事業がきっかけとなればよい。 

・ 計画策定と同時に,一度シミュレーションを実施するのが望ましい。 

・ 支援について,金銭的な支援がはいるということはあるか。 

(環境省) 

・ 予算面は,調査・検討業務までであり,備品購入等は予定していない。 

(愛媛大学) 

・ 西条市等は,津波の影響で稼働ができなくなる施設が出てくる。そういった施設の強靭化

が必要。そのための予算確保,支援が望ましい。 

(事務局) 

・ この会を通じて連絡体制が構築できればと考えている。 

・ 産廃協会は,災害時の対応・対策等を検討されているか。 

(産業廃棄物協会) 

・ 15 年に県と協定を結んでいる。市町とはまだである。 

・ 災害時の連絡体制,災害時協力支援の承諾推進(現在380社中180社),災害時に利用できる

資機材調査を進めている。 

・ 来年度末を目途に,市町と直接協定を結びたいと考えている。 

・ そのために,資機材や緊急運搬車両の調査等市町に提示できるデータの整理を進めている。

また,建設業では BCP 計画策定に取り組んでいるが,産廃業でも取り組んでいくことにし

ている。 

(事務局) 

・ 今後,処理の検討等においてご相談したい。 

 

(2)検討事項①・②について 

(愛媛大学) 

・ 処理困難物の内容について,腐敗性の強い廃棄物,有害性のある廃棄物,廃タイヤ等かなり

色々な種類のものがある。一括りでとらえるのが実態にあうのかどうか。 

・ 公衆衛生面で腐敗性,可燃性の高いものを優先的に処理する必要があり,タイヤはあとで

もよい。そういう仕分けの必要があるではないかと考える。 

・ (配布資料)p15 の黄色ハッチ部分について説明いただきたい。 

(事務局) 

・ 「東日本大震災における災害廃棄物の処理概要報告」の中で,特有の対応が必要な廃棄物

と有害危険物が分けられていた。 

・ 黄色箇所については処理困難物としては抽出していない。赤枠が,処理困難物として今回

整理する内容である。 

・ 公衆衛生面で緊急性を要するものとしては,畜産物,水産廃棄物,漁業系廃棄物が該当する

と考える。どのように抽出していくか検討する必要がある。 

・ 有害廃棄物として,各工場の化学物質が考えられる。これは,津波の堆積物の中に含有して,
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それを処理していくようになると考えている。 

(愛媛大学) 

・ 右表の○や◎印が,処理困難物として抽出するものか。 

(事務局) 

・ そうである。 

・ 八幡浜市では,柑橘系のものを処理困難物とするかどうか迷っている。西条市,新居浜市に

は直接関係がないため,別途,先生の助言をいただきたい。 

(愛媛大学) 

・ 畜産,水産が重要で,化学物質は企業努力が必要な部分である。各社どのように対応してい

るか。東日本大震災で問題となった。 

(西条市) 

・ (配布資料)p2の津波を伴う海溝型地震と直下型地震の表については,黄色ハッチのところ

がデータがないということか。 

(事務局) 

・ そうである。直下型では資料が入手できていない。県にデータ提供を依頼中である。 

(新居浜市) 

・ 何の資料を参考としたのか。 

(事務局) 

・ 愛媛県の地震被害想定報告書を参考としている。 

(西条市) 

・ その資料によると,陸側ケースがメインとなるのか。 

(事務局) 

・ そうである。陸側ケースで整理されている。 

(環境省) 

・ 西条市で策定されている地域防災計画と被害想定との整合性について教えていただきた

い。 

(西条市) 

・ 現在,県の地域防災計画を見直し中である。それに伴って市のほうでも見直しを行う予定

である。 

・ 資料を見る限り,南海トラフ被害の数値の整合性は図れていると思う。防災計画を見直す

ことで最新の数値は出てくる。 

(愛媛大学) 

・ 配布資料の資料 3の p4 に,環境省と厚生省の指針がある。環境省の指針と厚生省(内閣府)

の指針どちらを採用するのか。 

(事務局) 

・ 愛媛県は環境省の指針であり,問題ないと思われる。香川県は,厚生省の指針で実施されて

いる。 

・ 今回は環境省の指針で再推計した。特に,津波の堆積物の値が異なるので,今後検討する。 
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(環境省) 

・ 厚生省とあるが,現在の内閣府の指針である。内閣府の推計の仕方は,環境省と異なる。内

閣府は,床面積を原単位に乗じている。 

・ 環境省の推計方法の原単位についても,現在本省で見直し中である。 

 

(2)検討事項③・④について 

(愛媛県) 

・ (配布資料)p8 の分別について。基本は一次仮置場で徹底分別を優先してもらいたいと考

えている。そのための体制確立が課題である。 

・ 東日本大震災や熊本地震での事例をみると,仮置場として膨大な県有地があったため問題

なかったが,新居浜市,西条市にはない。四国のどこにもない。海の上,島への仮置きも検

討しなければならないような状態である。 

・ 去年の段階で,仮設住宅の候補地が決まってきた。そこは仮置場として使えない。時間の

経過とともに使える可能性は出てくるが,不透明である。今後どうしていくかが問題であ

る。 

・ リサイクルの関係で,セメント会社は,四国には高知県に 1箇所しかない。どの程度のもの

を引き受けてもらえるのかわからない。 

(事務局) 

・ 仮置場については,情報提供をいただいているので順を追って整理していきたい。不足し

た場合には対応を考えることが必要と考えている。 

・ 一次仮置場での徹底分別について,配布資料の資料 2 の p10,木屑,コンクリートがらまで

一次仮置場で行うのかについて思案している。一次仮置場で分別すると,必要面積が大き

くなる。 

(愛媛大学) 

・ 一次仮置場で徹底分別するとなった場合,どういう人が動いてくれるのか。それぞれの自

治体で異なるのではないか。そこが見えてこないと検討できない。 

(事務局) 

・ 両市の考えをお聞きしたい。 

(新居浜市) 

・ 広いスペースがとれるのであれば,一次仮置場での徹底分別を重視でもよい。ある程度は

分けたいと思うが,各自治体では児童公園レベル 1,000m2 程度しかない。現実的に確保が

難しいと考えている。 

(西条市) 

・ 各地域のごみは各地域で処理できればと考えている。そうなると学校,集会所が対象とな

る。学校は避難場所となるがやむを得ない。 

・ 行政だけが動いて実施するのは難しい。 

・ 小学校区毎の仮置場が望ましい。 

(事務局) 

・ 一次仮置場である程度分別し,既存業者に搬出できるものは搬出するというような方向で
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進めてよいか。 

(愛媛大学) 

・ 小規模分散型の一次仮置場で進めるのが良いかと思う。二次仮置場については,大規模な

敷地をもつ民間業者の協力が必要である。 

・ 仮設の焼却炉を設置するかどうか。 

(事務局) 

・ 産廃協会の助言もいただきながら,二次仮置場に回せるものは回して仮設焼却炉等も検討

し,それでも難しい場合は広域で対応する等,順序だてて総合的に考えたい。 

(愛媛大学) 

・ 一次仮置場から二次仮置場に,いかにスムーズに運搬するかが難しいところだと思う。 

(産業廃棄物協会) 

・ 協会としても人を出せるような体制としたい。一次で細かく分別できると直接処分業者へ

引き渡せる。分別しないと二次へ持っていかざるを得ない。 

・ 狭くても細かく分け,頻繁に回収することが,迅速な処理につながるのではないかと思う。 

(環境省) 

・ 小規模分散型だと分別がおろそかになる。また,管理する人手が必要となる。管理を地域

にまかせきりにすると,分別が行き届かず,余計に費用がかかるというリスクもある。 

・ 小規模分散型であれば,数箇所セットで分別する等の工夫が必要だと考えている。 

(事務局) 

・ 建設業協会で解体の体制はどうなっているか。災害時も対応可能な体制が整っているのか。 

(建設業協会) 

・ 県土木部とは頻繁にやりとりしており,地震を想定した情報伝達訓練は毎年実施している。

ただ災害廃棄物処理の概念は全くない。 

・ どのくらいの量が発生するかを踏まえ,災害廃棄物処理に対する啓発を早く行ってほしい。 

・ 業者は緊急的な対応は使命感を持って実施するが,そのあとの災害廃棄物処理に関しては,

意識は高くないと思われるため,おろそかになりがちである。県土木部と行っている情報

伝達訓練との連携も必要だと思う。 

(環境省) 

・ 熊本地震の際,その場での分別を徹底して解体が遅れたという事例がある。リサイクル率

を確保するため,分別をして搬出するような指導があったことが要因である。今回のモデ

ル事業を通して,その辺りも相談させていただきたい。 

(建設業協会) 

・ そうしたほうがコスト的にも良いと思う。 

・ 初動時にどこまでやるかという内容を,分かりやすく早めに発信していただきたい。 

(環境省) 

・ 愛媛県と結んでいる協定の内容は,細かく決められているのか。 

(建設業協会) 

・ 「大規模災害時の応急対策業務に関する協定」で県土木部と協定を結んでいるが,廃棄物

処理の細かい協定まではない。 
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(建設業協会) 

・ 西条市とも「応急対策業務に関する協定」を結んでいる。この協定は,地震・風水害発生

時に,西条市から協会に要請があった場合に対応するという内容である。 

・ 業務の内容は,道路,橋梁等公共土木施設の被災,浸水対応及びがけ崩れ等の応急対策業務

であり,土木関係が主となっている。家屋解体は,その他で必要と認められるものが対象で

ある。 

(事務局) 

・ 愛媛県には解体業協会はなく,建設業協会が担っているということか。 

(建設業協会) 

・ そうである。 

(環境省) 

・ 新居浜市とは協定を結んでいるのか。 

(建設業協会) 

・ 新居浜市とは,新居浜建設業協同組合として水防協定を結んでいる。地震や大規模災害に

も準用できるよう,協定を結び直して運用している。 

(愛媛県) 

・ 仮置場候補地として,新居浜市,西条市で大きな採石場を経営している企業はあるか。 

(建設業協会) 

・ 新居浜市にはある。 

(愛媛県) 

・ そこもヒアリング対象にしてもよいのではないか。 

(西条市) 

・ 山の方が良い。 

(新居浜市) 

・ 仮置場等について,両市の連携はどのように考えているのか。 

(事務局) 

・ まずは発生量,面積から両市で融通できるか検討する。それも難しい場合,民有地等含めて

改めて検討したいと考えている。 

(環境省) 

・ 昨年度のモデル事業の要望について,どういった部分で連携できるか,両市の考えをお聞

きしたい。 

(新居浜市) 

・ 逆に,どの部分が連携できるのかお聞きしたい。 

(環境省) 

・ 例えば事務組合,ごみ処理施設,収集運搬体制等で,平時より連携していることはないか。 

・ 同じような処理フローで検討できる部分があると思うので,相互関係を結びながら連携し

ていければと考えている。 

(新居浜市) 

・ 他市の事例はもらえないのか。 
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(環境省) 

・ 今年度から複数市町村を対象として実施しているので,過去の事例はない。 

(環境省) 

・ 次の検討会で,他ブロックの意見交換会で得られた有益な情報があれば提供したい。 

(愛媛大学) 

・ 緊急性の高い処理困難物の連携は考えておく必要がある。 

・ 各学区レベルの自治会・町内会等に理解していただけるようなマニュアルづくり等があれ

ばよい。また自治体毎に廃棄物に関するリーダーの育成ができればよい(インセンティブ

が働く仕組みがあればよい)。 

・ 平時においても,リーダーに活躍してもらえる環境づくりが必要と思う。 

 

 

以上 

 



 

資料-42 

 

(2) 第 2 回 

ア 次第 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

第 2 回 愛 媛 県 西 条 ブ ロ ッ ク 地 域 意 見 交 換 会  次 第 

                    日時：平成 30 年 2月 13 日(火) 14：00～16：00 

                    場所：西条市役所 5階会議室  

 

 

1 開 会 

 

2 議 事 

(1)検討結果(報告書案)について 

説明(40 分)／意見交換(50 分) 

① 災害廃棄物・処理困難物発生量について 

② 処理・利活用について 

③ 仮置場候補地について 

④ 処理体制・今後の課題について 

⑤ その他全体補足 

 

(2)今後の予定 

説明(10 分)／質疑(10 分) 

① とりまとめ方法・留意事項 

② 今後の工程・依頼事項 

 

3 閉 会 

 

 

【配付資料】 

出席者名簿,配席図 

資料 1 報告書案 

資料 2 とりまとめ方法・留意事項 

資料 3 今後の工程・依頼事項 
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イ 出席者名簿 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

 

第 2 回愛媛県西条ブロック地域意見交換会 出席者名簿 

区分 所  属 役 職 氏  名 備考 

学識者 愛媛大学大学院農学研究科・環境計測学研究室 教 授 高橋 真   

市 

西条市 

市民環境部 環境衛生課  
副課長兼 
衛生係長 

松木 淳   

市民環境部 環境衛生課 衛生係 
副主査 戸田 光文  

主 事 河野 大地  

新居浜市 
環境部 ごみ減量課 

副課長 髙橋 一生  

係 長 藤井 幹大  

市民部 防災安全課 主 事 藤田 圭亮  

県 愛媛県  
県民環境部 循環型社会推進課 

主 幹 二宮 千秋  

係 長 森原 眞五 欠席 

西条保健所 環境保全課 係 長 長野 通明  

事業者 

一般社団法人 えひめ産業廃棄物協会 専務理事 水口 定臣   

一般社団法人 愛媛県建設業協会 
西条支部 事務局長 日野 康史 代理 

新居浜支部 事務局長 飯尾 和之 代理 

事務局 

環境省中国四国地方環境事務所 高松事務所 
廃棄物・リサイクル対策課 

課長補佐 岡本 裕行   

専門官 大谷 可奈子  

中電技術コンサルタント株式会社 

グループ長 佐伯 隆之  

担当課長 乗越  晃  

主 任 山本 早百合   

- 織田 恭平   

(順不同) 
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ウ 議事録 

 

① 廃棄物の発生量／処理困難物について 

(西条市) 

・ (配布資料)p19 の発生量原単位は,事業系のごみを除いたということか。 

(事務局) 

・ そうである。文章を修正する。 

(西条市) 

・ (配布資料)p16～p17 の土砂災害による災害廃棄物発生量は,(配布資料)p26 の分布図を

基に算出されているのか。 

(事務局) 

・ そうである。 

・ 土砂災害の原単位は,香川県の原単位を流用している。 

(愛媛大学) 

・ 船舶用の燃料や重油の保管状況は,どう整理しているのか。 

(事務局) 

・ 漁協毎にヒアリングを行い,状況は確認している。 

・ 地下タンクが多かったため,被害が少ないと考え整理はしていない。 

(愛媛大学) 

・ 地下に保管されているものは,津波等で流出する可能性はないのか。 

・ 東北の事例等は確認していないのか。 

・ 重油と混ざったものが陸に上がり,処理困難物となる可能性がある。 

(事務局) 

・ 改めて東北の事例を確認する。 

(新居浜市) 

・ (配布資料)p14 の国土数値情報とは何か教えていただきたい。 

(事務局) 

・ GIS の情報を取り込むときの情報で,国が公表しているものである。 

(新居浜市) 

・ (配布資料)p22 の図表 2.21 の数値が,県の数値と異なっているのではないか。不燃物,コ

ンクリートがらの数値が大きく異なるように思う。 

(事務局) 

・ 津波による浸水の棟数等が,反映されていない。 

・ 県の処理計画を確認する。南海トラフの陸側のケースでよいか。 

(新居浜市) 

・ 陸側ケースでよい。 
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②処理・利活用について 

(西条市) 

・ (配布資料)p70 のフロー図の考え方を確認したい。例えば,中間処理先(県内)の木くず破

砕施設の処理量は,2 市で処理できる数量と理解してよいか。 

(事務局) 

・ そうである。優先的に 2 市で処理し,処理しきれない場合は,県内の処理業者に協力いた

だくという考え方である。 

(事務局) 

・ 受入可能量については,資料編 p26 以降で整理しているが,把握可能な範囲での整理とな

っている。 

(愛媛大学) 

・ 混合廃棄物のフローを見ると,かなりの量を県外で処理する設定となっている。 

(事務局) 

・ 焼却については,県処理計画に詳細があるが,条件に基づいて処理量を絞っている。 

(愛媛大学) 

・ 現実として,県外に搬出した時に,受け入れてもらえるかどうかが問題である。 

・ 二次仮置場に仮設の焼却施設を組み込んでいないが,組み込む方が県外搬出よりも現実

的かもしれない。どちらが良いかを詰めて考えた方が良いと思う。 

(事務局) 

・ (配布資料)p63 に,廃棄物の処理先について,広域処理と仮設処理施設を併記して整理し

ている。ご指摘のように,仮設処理施設の方が現実的な場合もあるかもしれない。発災時

に検討が必要と考える。 

(愛媛大学) 

・ 仮置場にどの程度の仮設処理施設が建設可能か,それらも含めて検討が必要と考える。 

(事務局) 

・ フローについては,仮置場の面積が小さいということもあり,仮設処理施設建設が難しい

と判断し,県外搬出を優先しているが,並列で優先順位を考えたいと思う。 

 

③仮置場について 

(愛媛大学) 

・ 二次仮置場の面積の設定についてお聞きしたい。処理に必要な面積が 400％というのは,

県の処理計画の 4倍を想定したということか。東北の事例を根拠としているのか。 

・ 東北の事例で入っていた仮設処理施設は,(配布資料)p135の図の場合,紫の範囲となるの

か。 

(事務局) 

・ 400%は,県の処理計画の約 4倍である。 

・ 東北の仮設処理施設は,紫の範囲がもう少し広い面積が確保されていると思われる。 

(愛媛大学) 

・ 図の通りであれば,200%,300%で計算しても良いのではないか。 
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(事務局) 

・ 東北の事例を参考に,余裕を持って 400%としている。 

(愛媛大学) 

・ リストアップした仮置場候補地は,一次,二次が分けられているのか。 

(事務局) 

・ 分けられていないと理解している。 

(西条市) 

・ 分けていない。 

(新居浜市) 

・ 分けていない。 

(愛媛大学) 

・ 試算は,単純に面積で行ったということか。 

(事務局) 

・ そうである。 

(愛媛大学) 

・ 評価表に学校が入っていない。 

(新居浜市) 

・ 学校は,避難所や仮設住宅の予定地となっている。また,仮置き期間中,学校が使用できな

くなるため考えにくい。 

(愛媛大学) 

・ 宮城県,岩手県は学校も使用していた。 

・ 学校を使わざるを得ない状況が発生するかもしれない。そうなると,住民用仮置場に位置

付ける可能性もある。 

・ 住民用仮置場も考慮されていないのか。 

(事務局) 

・ 住民用仮置場は,一次仮置場よりも期間が短いため,検討の余地はあると考える。 

(愛媛大学) 

・ 住民用仮置場は,今回の検討では考慮しにくいのか。 

(事務局) 

・ 一次仮置場と同じ位置づけで考え,整理している。 

(西条市) 

・ 学校なども,候補として踏み込んで考える必要があると思っている。 

・ 地域住民の理解が得られるかが重要と考えている。 

(愛媛大学) 

・ 学区レベルで考える必要がある旨を記載しても良いと思う。 

(事務局) 

・ 課題の中で整理したい。 



 

資料-47 

 

(西条市) 

・ (配布資料)p127 の図表 5.33 について,「指定なし(1)」の西条市と新居浜市の数値が逆

だと思う。 

(事務局) 

・ 精査する。 

 

④処理体制について 

(愛媛県) 

・ 建設業協会は,県の災害対策本部からの要請となる。災害対策本部から関係団体に矢印を

引いていただきたい。 

(事務局) 

・ 西条市,新居浜市は,この体制図でいかがか。 

(西条市) 

・ 県のガイドラインとも整合しているため,問題ない。 

(事務局) 

・ 建設業協会,産廃協会はいかがか。 

(建設業協会) 

・ 実際は市の災害対策本部とのやりとりとなるが,依頼は県からとなるため,これで良い。 

(事務局) 

・ 西条市,新居浜市は,災害対策チーム同士の連携が強いと考えてよいか。 

(新居浜市) 

・ 廃棄物処理で考えると,体制図のとおりで良い。 

 

⑤課題・全体・まとめについて 

(西条市) 

・ (配布資料)p108 の仮置場候補地評価表について,「車両の進入が不可能」の記載箇所が

間違っている。修正していただきたい。 

(新居浜市) 

・ 仮置場の管理についての情報が欲しい。必要な人員,委託関係等事例があれば教えていた

だきたい。 

(環境省) 

・ 産廃協会が把握している事例があるか,お聞きしたい。 

(産業廃棄物協会) 

・ 一次仮置場の運営が,重要と考えている。 

・ 面積に応じて,品目の分類方法がわかるよう整理する必要がある。 

・ 九州北部豪雨や熊本地震の事例では,仮置場の受付は市町が行なっていた。その事例等を

収集し盛り込んでいただければ,使いやすい資料になると思う。 

(事務局) 

・ レイアウトについては,面積を固定するのか,種類を固定するのかで結果が変わってくる
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ため,面積を 5,000m2に固定し,品目数と置ける量を整理している。 

・ 仮置場の運営についても,情報を収集して反映させたい。 

(新居浜市) 

・ (配布資料)p150 の処理体制図は,実際の災害の処理体制を参考にしているのか。 

(事務局) 

・ 県の処理計画を参考とし,東北災害のヒアリング結果も反映している。 

(環境省) 

・ 人員を確保するためには,他の部局からも人を集めチームを組む必要がある。 

(愛媛大学) 

・ (配布資料)p43 のし尿固化物について,どういった方法で処理ができるのか,具体的な事

例を整理していただきたい(トイレの種類や特徴等)。 

・ マンホールトイレは,設置できれば設置した方が良い。 

・ 廃棄物処理施設の強靭化が必要と考える。補助金をどの程度活用できるかについての情

報が,必要だと思う。 

・ ボランティア対応の記載があったほうが良いと思う。窓口をどこに設置すべきか,体制を

どのように立ち上げるべきか,どこまで市町が関わって,どこから民間に任せるか。最低

限,受入窓口と市町の体制について記載した方が良い。 

・ 抽出された課題に,優先順位が必要ではないかと考えている。例えば,どこの運搬道路を

確保することが重要なのか等。 

(環境省) 

・ 県有地について,候補地として公表する場合は,県に事前に連絡が必要である。 

 

 

以上 
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5 合同会議 

ア 次第 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

愛 媛 県 西 条 ブ ロ ッ ク  合 同 会 議  次 第 

                      日時：平成 29年 11 月 1 日(水) 13：30～ 

                      場所：西条市役所 2F 201 会議室 

 

■会議の目的 

第 1回意見交換会での各種意見を踏まえ,今後の調査・検討及びとりまとめの方向性, 

重点的な検討を希望する事項等,モデル事業に関するベクトルあわせを行う。 

 

■議 事 

〇仮置場のとりまとめの方向性 

・現時点の検討・とりまとめイメージ,要望・意見 

・一次・二次の役割,分別・処理 

・仮置場不足に対する対応案 等 

 

〇処理のとりまとめの方向性 

・現時点のとりまとめイメージ,要望・意見 

・市町(組合含む)処理施設の搬入ルール 

・人員・資機材不足に対する対応案 等 

 

〇処理体制のとりまとめの方向性 

・広域(県外含む)連携について 等 

(災害廃棄物処理対応組織,統括窓口,連絡体制 等) 

 

〇その他 

 

【配付資料】 

次第,出席者名簿 

意見交換会での要点(まとめ) 

処理体制 素案 

仮置場候補地の分布図 

 



 

資料-50 

 

イ 出席者名簿 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

 

愛媛県(西条・新居浜)合同会議 出席者名簿 

区分 所  属 役 職 氏  名 
合同会議 

(午後) 

市町 

西条市 
市民生活部 環境衛生課 

副課長兼 
衛生係長 

松木 淳 〇 

副主査 戸田 光文 〇 

主 事 河野 大地 〇 

経営戦略部 危機管理課 
専門員兼 

防災企画係長 
杉森 哲史 - 

新居浜市 環境部 ごみ減量課 
副課長 髙橋 一生 ○ 

係 長 藤井 幹大 ○ 

事務局 

環境省中国四国地方環境事務所  

高松事務所 廃棄物・リサイクル対策課 

課長補佐 岡本 裕行 〇 

専門官 大谷 可奈子 〇 

中電技術コンサルタント株式会社 
担当課長 乗越  晃 〇 

- 戸谷 宥貴 〇 

(順不同) 
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ウ 議事要旨 

 

■仮置場について 

(西条市) 

・西条市は仮置場が少ないことが一目瞭然であり,追加できる部分を検討する。 

・都市公園であればリストアップできる土地があると思われる。 

・学校のグラウンド等も検討してみるが,使用できる可能性は低いと思われる。 

・西条市には農地や区画整理されていない放棄地があるが,利用価値としては低いと思わ

れる。 

・中学校区等で仮置場を配置し,管理や運用がしやすいように検討した方が良いと思うが,

町中にそのような土地はほとんどない。 

(新居浜市) 

・現在は仮設住宅候補地や避難所も含めて仮置場候補地を検討したものを提出している。 

・県に仮置場候補地として県有地の検討を依頼しているが,まだ明確になっていない。 

・国有地に関しては検討はできるが,担当課からの許可が得られるかは保証できない。 

(環境省) 

・仮置場候補地の追加に関しては,具体的な施設情報の公表が難しくても,面積のみでも

把握しておけば参考になる。 

・学校のグラウンドに関しては,教育的な問題がなければ,追加候補地として挙げていた

だきたい。 

＜今後の方針＞ 

・担当課から追加検討が難しいと判断された場合を除き,追加できる仮置場候補地は極力

追加する。 

・追加した候補地は評価のみを行い,公表はしない。検討の中で細かな部分は決定せずに,

どのように運営していくかを検討するにあたっての参考にする。 

・県にも仮置場候補地として使用できる県有地がないかを検討していただく。 

・各市に機能配置案のような,災害時にどの施設をどのように使用するかを明確にしてい

る資料があれば,可能な限り提供していただく。 

 

■処理フローについて 

(西条市) 

・海上輸送を計画で検討する場合,どこに持っていくかも決定し,処理フローを検討する

ことが望ましい。 

(環境省) 

・海上輸送で県外に持っていくとなった際には,広域の話し合いが必要になるため,現段

階では決定できない。 

・仮設の処理施設はこれまでの例を見ても,設置できるのは 1 年間に 1～2 施設程度で,

現実的でない。 
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＜今後の方針＞ 

・現在は愛媛県の処理計画のデータで処理の見直しを行っており,最大量でみておけば,

対応はできると考えている。発生量に関しては,片付けごみや廃家電等の推計は行って

いない。 

・一度フローができた段階で,各市に確認いただく。 

・現段階では,仮設処理施設よりも海上輸送による広域処理の方が計画として現実的であ

る。 

・産業廃棄物に関しては,業者の余力を一つ一つ把握するのは困難であるため,現状の何%

受け入れが可能かを設定し検討する。 

 

■処理体制について 

(西条市) 

・災害時は危機管理課が対策本部となり,関係部局に指令を出す形である。 

・担当者同士での連絡が一番良いが,おそらく連携・連絡は本部同士で行い,担当課に指

示があると思われる。市町同士の関係部局の情報共有が必要と思われる。ただし,情報

共有に関してのイメージがつかないため,そのような情報共有時に仮置場分布図等は

有効活用できると思われる。 

(新居浜市) 

・災害時の対策本部は危機管理課ではない。 

・災害時には危機管理課に一度情報は入ると思うが,人員が少なく,実際に機能しないこ

とが想定される。 

・県は建設業協会と協定を結んでいるため,要請は入ると思われるが,現場レベルの対応

になると,各関係部局に要請が入る。 

・自衛隊とのやりとりは総務課が担当している。 

＜今後の方針＞ 

・災害時の対策本部は対策方針や支援方法を検討するため,それに直接繋がる実務的なプ

ロジェクト支援課の設置の検討が必要。 

・市町の計画には半年や 1年を超えるような長期的な対策計画はないため,長期的計画の

検討も必要。 

・熊本地震や東日本大震災の際の連携や体制はどうであったかを確認する。 

・他のブロックに関しての体制が確認できていない状況。市町毎に体制が異なるため,

現段階では検討が困難。しかし,市レベルであれば同じような体制が構築できると思わ

れる。町レベルでは,再検討が必要。 
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6 現地調査 

(1) 第 1 回 

ア 案内 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

11/1(水)現地調査のご案内 

 

■日時：11/1(水)9：00～12：30 頃 

 

■現地調査工程・ルート 11/1(水) 

〇当日予定 

9:30         西条市役所 集合 

 

9:30～9:40      概要説明(西条市役所前) 

9:40         西条市役所 出発 

 

↓(約 10 分) 

 

9:50     1：西条市仮置場候補地①・・・・・・・(約 20 分) 

 

↓(約 25 分) 

 

10:35     2：新居浜市仮置場候補地①・・・(約 20 分) 

 

↓(約 25 分) 

 

11:20     3：新居浜市仮置場候補地②・・・・・・・・・・(約 20 分) 

 

↓(約 25 分) 

 

12:05     4：西条市仮置場候補地②・・・・・・(約 20 分) 

 

↓(約 15 分) 

 

12:40       西条市役所 到着 

 

※当日は車(レンタカー)で移動の予定です。 
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イ 参加者名簿 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

 

愛媛県(西条・新居浜)現地調査 参加者名簿 

区分 所  属 役 職 氏  名 
現地調査 

(午前) 

市町 

西条市 
市民生活部 環境衛生課 

副課長兼 
衛生係長 

松木 淳 - 

副主査 戸田 光文 〇 

主 事 河野 大地 - 

経営戦略部 危機管理課 
専門員兼 

防災企画係長 
杉森 哲史 - 

新居浜市 環境部 ごみ減量課 
副課長 髙橋 一生 ○ 

係 長 藤井 幹大 〇 

事務局 

環境省中国四国地方環境事務所  

高松事務所 廃棄物・リサイクル対策課 

課長補佐 岡本 裕行 〇 

専門官 大谷 可奈子 〇 

中電技術コンサルタント株式会社 
担当課長 乗越  晃 〇 

- 戸谷 宥貴 〇 

(順不同) 
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(2) 第 2 回 

ア 案内 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

第 2 回 愛 媛 県 西 条 ・ 新 居 浜 ブ ロ ッ ク  現 地 調 査  
 

日 時 

平成 30 年 2 月 13 日(火) 10:30～12：00 頃 

 

場 所 

オオノ開發 環境科学研究センター(オオノ・ラボ) 

 

目 的 

大規模災害時の災害廃棄物の処理・処分の対応について,受入可能な災害廃棄物 

種類,処理方法,受入の考え方,現時点の協定状況等について把握し,西条・新居浜 

ブロックにおける処理計画策定モデル事業の参考とする。 

 

工 程 

10：30～ 10：40(10 分)  挨拶・モデル業務説明 

10：40～ 10：55(15 分)  事業説明(オオノ開發様) 

10：55～ 11：45(50 分)  施設見学(移動含む) 

■焼却炉,最終処分場 

11：45～ 12：00(15 分)  意見交換(質疑) 

 

【配付資料】 

出席者名簿 

オオノ開發パンフレット 

西条・新居浜ブロック 災害廃棄物処理フロー(案) 
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イ 参加者名簿 

 

平成 28 年度(補正繰越)大規模災害時における 

災害廃棄物処理計画策定モデル業務(四国地方) 

 

愛媛県西条ブロック現地調査 参加者名簿 

区分 所  属 役 職 氏  名 備考 

市 

西条市 市民環境部 環境衛生課 衛生係 主 事 河野 大地  

新居浜市 環境部 ごみ減量課 
副課長 髙橋 一生  

係 長 藤井 幹大  

県 愛媛県 県民環境部 循環型社会推進課 
主 幹 二宮 千秋  

係 長 森原 眞五 欠席 

事業者 一般社団法人 愛媛県建設業協会 西条支部 事務局長 日野 康史 欠席 

事務局 

環境省中国四国地方環境事務所 高松事務所 
廃棄物・リサイクル対策課 

課長補佐 岡本 裕行  

専門官 大谷 可奈子  

中電技術コンサルタント株式会社 
担当課長 乗越  晃  

- 織田 恭平  

 (順不同) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発 注 者）環境省中国四国地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課 

〒700-0907 岡山市北区下石井 1丁目 4番 1号 岡山第 2合同庁舎 

TEL 086-223-1584 

 

（請 負 者）中電技術コンサルタント株式会社 都市整備部 都市施設グループ 

〒734-8510 広島市南区出汐 2丁目 3番 30 号 

TEL 082-256-3352 

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます 

この印刷物は,グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断基準に

したがい,印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Ａランク]のみを用いて作製してい 

ます。 
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